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日本産農林水産物・食品の輸出加速化事業

【８６６ 】百万円

対策のポイント

、 、・国内の情勢等を踏まえ 特に需要拡大の対策を要する米及び畜産物について

輸出拡大の取組を支援します。

・原発事故後の輸入規制撤廃や風評被害の払拭の働きかけを、香港・台湾等

を対象に集中的に行います。

＜背景／課題＞

・米及び畜産物 民間主導の需要拡大については、需要の減少等の国内の情勢等を踏まえ、

、オールジャパンの体制で があります。を図る観点から 輸出拡大の取組を行う必要

、・東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制措置の緩和・撤廃を進めるためには

香港・台湾等 日本産農林水産物・食品へ輸出拡大や他国への波及効果が期待される で、

があります。の信頼回復の働きかけを集中的に展開していく必要

政策目標

農林水産物・食品の輸出額を拡大

（5,505億円（平成25年）→１兆円（平成32年 ））

１．米・畜産物の特別輸出支援事業 ４６６百万円

（１）米輸出特別支援事業 １６６百万円

プオールジャパンの体制でコメ・コメ加工品の輸出拡大に取り組む団体による、①

、 、ロモーション戦略の策定 共通ロゴマークや広報資材の作成②日本産の米・米加工品の

③ 、④ 等の取組を支援します。プロモーション活動 海外マーケティング調査

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（２）畜産物輸出特別支援事業 ３００百万円

戦略的な輸出オールジャパンの体制で畜産物の輸出拡大に取り組む団体による、①

に取り組む輸出促進協議会の活動 プロモーション活動等を行うための活動、②海外で

、③輸出に向けた などの取組を支援します。拠点の構築 市場・流通等の調査

補助率：定額、1／２

事業実施主体：民間団体

［平成26年度補正予算の概要］



２．日本産農林水産物・食品の信頼回復輸出対策事業 ３００百万円

（１）日本産農林水産物・食品の信頼回復等緊急対策委託事業

諸外国・地域の幅広い消費者に日本食や日本産農林水産物・食品の魅力や情報を効

メディアミックス（広告、広報媒体の組み合わせ）を構築し、信果的に伝えるための

取組を実施します。頼回復、購買意欲、日本食・食文化への関心向上へとつなげる

委託費

委託先：民間団体等

（２）香港、台湾等を対象とした緊急輸出対策事業 １００百万円

、輸出の準備として、①日本産農林水産物・食品の価格形成構造及び物流実態等の調査

現地の規制等の輸出に関する最新情報を提供する します。② マーケットセミナーを実施

生産現場・検査体現地への働きかけとして、①バイヤー、メディア関係者等を招き、

制等を視察させ、 現地バイヤー等へのセミナー等を実施 広告媒体を作成② するほか、

します。

補助率：定額

事業実施主体：ＪＥＴＲＯ

お問い合わせ先：

（ ） （ ）１の １ の事業 生産局農産部農産企画課 ０３－６７３８－８９６４

（ ） （ ）１の ２ の事業 生産局畜産部牛乳乳製品課 ０３－６７４４－２１２８

２の（１）の事業 食料産業局食品小売サービス課外食産業室

（ ）０３－６７４４－０４８１

（ ） （ ）２の ２ の事業 食料産業局輸出促進グループ ０３－３５０２－３４０８

［平成26年度補正予算の概要］



【平成26年度補正予算 ８６６百万円】  日本産農林水産物・食品の輸出加速化事業 

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制措置の緩
和・撤廃を進めるためには、輸出拡大や他国への波及効果が期待
される香港・台湾等で、日本産農林水産物・食品への信頼回復の
働きかけを集中的に展開していく必要。 

輸入規制や風評被害払拭のため、香港・台湾等を対象とした、集
中的な働きかけを実施 
【輸出の準備】 
○価格形成構造や物流実態の調査 
○現地の最新情報を提供するマーケットセミナーの実施 
【現地への働きかけ】 
○現地バイヤー等の規制対象県招へい 
○プロ向けセミナー・PRの実施 
 

香港・台湾等を対象とした緊急輸出対策事業 

香港、台湾等を対象とした緊急輸出対策事業 
 【４００百万円】 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

米及び畜産物について、需要の減少等の国内の情勢等を踏ま
え、民間主導の需要拡大を図る観点から、オールジャパンの体
制で輸出拡大の取組を行う必要。 

 米・畜産物の特別輸出支援事業 
【４６６百万円】 

畜産物輸出特別支援事業 

米輸出特別支援事業 

日本産農林水産物・食品の信頼回復等緊急対策委託事業 

世論形成と購買行動の促進のため、一般消費者への的確な訴求 
 

○世論形成のための裾野拡大型メディア活用 

○購買・訪日促進のための集中深掘型メディア活用 

○国内における訪日観光客等に向けたメディア活用 

 

○ 輸出促進体制の整備 

○ 現地活動拠点の構築 

○ 輸出への試行的取組 

○ 統一的なプロモーション戦略の策定 

○ 広報資材作成・広告宣伝 

○ プロモーション活動 

○ 海外マーケティング調査 

国産畜産物の輸出について 

米及び畜産物について、オールジャパンの体制で輸出拡大に
取り組む団体による取組を支援 



６次産業化等による農林水産物・食品の
高付加価値化等の推進

】【３，０６０（３，１１６）百万円
（平成26年度補正予算 １，２４１百万円）

対策のポイント
農山漁村の所得や雇用の増大を図るため、農林漁業成長産業化ファンドを

積極的に活用するとともに、医福食農連携など多様な異業種との連携強化に
よる６次産業化の取組等を支援します。

＜背景／課題＞
を図るためには、地域の農林水産物や資源を活用した・農山漁村の所得や雇用の増大

することが必要です。６次産業化、農商工連携、地産地消の取組を推進
６次産業・「日本再興戦略」においても、農林水産業を成長産業にする重要施策として

が位置付けられているところです。化の推進
農林漁業成長産業化ファンドによる出資 医福食農連携など農林漁業者・このため、 や、

する必要があります。と多業種の事業者とのネットワーク形成等の取組を支援

政策目標
６次産業の市場規模の拡大

（ （ ） （ ） （ ））約１兆円 平成22年度 → ３兆円 平成27年度 → 10兆円 平成32年度

＜主な内容＞
１．農林漁業成長産業化ファンドの積極的活用（財投資金）

出資枠１５０億円
貸付枠 ５０億円

、生産者が主体となっ（株）農林漁業成長産業化支援機構（Ａ－ＦＩＶＥ）を通じ
資本の提供と経営支援を一体的に実施て流通・加工業者等と連携する取組に対して、

します。
事業実施主体： 株）農林漁業成長産業化支援機構（

２．６次産業化支援対策 ２，６８４（２，６８０）百万円
（平成26年度補正予算 １，２４１百万円）

（１）６次産業化ネットワーク活動交付金
地域の創意工夫により、農林漁業者と食品製造・流通業者等の多様な事業者がネット

ワークを構築して行う６次産業化等の取組を推進するため、以下の取組を実施します。
① ６次産業化戦略・構想の策定

都道府県及び市町村段階に、行政、農林漁業、商工、金融機関等の関係機関で
６次産業化・地産地消推進協議会を設置し、６次産業化戦略・構想を構成される
を支援します。策定する取組

② 新商品開発・製造、販路開拓等の支援
農林漁業者等による新商品の開発・販路開拓 六次産業化・地産地消法等の認、

を支援します。定者による融資を活用した加工・販売施設整備等
③ ６次産業化プランナーの配置

６次産業化プランナーを配置 ６次産業都道府県段階に し、農林漁業者等による
化の事業計画の作成等を支援する体制を整備 。します

④ 地域ぐるみでの６次産業化の支援
地域ぐるみで６次産業化の取組を行う場市町村の６次産業化戦略・構想に沿って

（六次産業化・地産地合、新技術の実証、新商品の開発等の取組、加工機械等の整備
消法に位置付けられた促進事業者を含む ）に対して支援します。。

交付率：都道府県へは定額
（事業実施主体へは定額、１／２以内、１／３以内、３／１０以内）

事業実施主体：民間団体、地方公共団体等

［平成27年度予算の概要］



（２）６次産業化サポート事業
６次産業化に取り組む農林漁業者等の事業を総合的にサポートするため、以下の取

組を実施します。

① 広域で６次産業化に取り組む事業者等向けの支援
広域で６次産業化に取り組む農林漁業者等の各種相談に対応するとともに、専門性の高い

６次産業化中央サポートセンターによる６次産業化プランナーのアドバイスを行うため、
について支援します。選定・派遣

② ６次産業化支援人材育成研修・起業支援研修等の実施
を６次産業化プランナー等に対する研修や農林漁業者に対する起業支援研修等

実施します。
③ 商談会等開催支援

６次産業化事業者の を支援します。販路拡大のための商談会等の開催
④ ６次産業化ネットワーク活動の全国推進・情報提供支援

情報地域のモデルとなる６次産業化ネットワーク活動を全国的に展開していくため、
や 、 等を実施します。交換会の開催 優良事例の収集・分析 実施モデルの作成

⑤ ６次産業化・新産業の創出促進
市場ニーズに即した新商品や新農林漁業者と異業種の事業者間の連携により、

について支援します。たなサービスを創出するための事業化可能性調査の実施
補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

（３）農山漁村地域ビジネス創出人材育成委託事業
。農山漁村地域において を行います自ら新たな６次産業化ビジネスを創出する人材の育成

委託費
委託先：民間団体等

３．医福食農連携の推進 ３７５（４３５）百万円
（１）医福食農連携コンソーシアム整備等支援 ３１５（４０５）百万円

医福食農連携に関するコンソー医学・農学等の関係者や食品産業事業者等による
シアムを形成し、食と健康の因果関係を科学的に調査・分析 国民のするとともに、

を支援します。健康に寄与する食品開発を円滑にする取組等
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

（２）介護食品普及支援 ６０（３０）百万円
や選び方等を広く国民に普及さ「新しい介護食品」の愛称（スマイルケア食）

シンポジウムの開催等 地場産介護食品の商品開発及び提供システムせるための や
を支援します。確立に向けた取組等

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

（関連対策）
学校給食における地産地消の推進
日本の食魅力再発見・利用促進事業 １７７（２５０）百万円

学校給食の食材として地場学校給食における地場産農林水産物の利用拡大及び定着に向けて、
します。産農林水産物を安定的に生産・供給するモデル的な取組を文部科学省と連携しつつ支援

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：市町村、民間団体等

＜各省との連携＞
○ 文部科学省 ・スーパー食育スクール事業において、学校給食での地場産農

林水産物の利用に係る食育効果の検証等を行い、成果を普及

お問い合わせ先：
１、２（１ （２）①～④ （３）の事業）、 、

（ ）食料産業局産業連携課 ０３－６７３８－６４７３
（ ）２（２）⑤の事業 食料産業局新事業創出課 ０３－６７３８－６３１７

３の（１）の事業 食料産業局食品小売サービス課外食産業室
（ ）０３－６７４４－０４８１
（ ）３の（２）の事業 食料産業局食品製造卸売課 ０３－６７４４－２２４９

［平成27年度予算の概要］



・農林漁業者と異業種の事業者が連携して行う、
市場ニーズに即した新商品や新たなサービスの
創出に関する事業化可能性調査を支援。 
      

                 事業計画の作成 

生産基盤の
確立 

６次産業化への 
着手 

６次産業化の 
事業拡大 

広域で取り組む事業者向けの支援  
（※６次産業化サポート事業） 

６次産業化支援人材育成研修 
（※６次産業化サポート事業） 

起業支援研修 
（※６次産業化サポート事業） 

農山漁村地域での人材育成 
（※農山漁村地域ビジネス創出人材育成事業） 商談会等開催支援 

（※６次産業化サポート事業） 

６次産業化情報提供支援 
（※６次産業化サポート事業） 

・６次産業化に取り組む農林漁業者等に対し、事業の発展段階に応じて６次産業化プランナーを個別に派遣し、アドバイスを実施。 

・６次産業化プランナー等に対する研修を実施。 

６次産業化ネットワーク活動の全国推進 
（※６次産業化サポート事業） 

学校給食における地産地消の推進 
（※日本の食魅力再発見・利用促進事業） 

・学校給食の食材として地場産農林水産物
を安定的に生産・供給する取組等を支援。 

・６次産業化の優良事例を収集・分析し、発表 
 会やセミナーの開催を支援。 

・６次産業化事業者の販路拡大 
 のための商談会等の開催を支援。 

・農林漁業者の起業を促進するため、６次産業
分野において必要となるビジネスプラン策定等
の知識を習得するための研修会の開催を支援。 

・農山漁村地域で、６次産業化の新たな 
 ビジネスに取り組む者を支援。 

都道府県内で取り組む事業者向けの支援 
（※６次産業化ネットワーク活動交付金） 

・各地の６次産業化の取組を紹介する情報
誌「６チャネル」の発行等を支援。 

６次産業化プランナーによる事業の発展段階に応じたアドバイス 

 意欲のある農林漁業者の皆様が主体となって６次産業化に取り組めるよう、事業の発展段階に応じ
た多様な支援メニューを準備。 

６次産業化支援対策の概要 

 ・農林漁業者が主体となって、流通・加工業者等と 
  連携する取組に対して出資等を実施。 

：事業者支援 ：人材育成 ：普及啓発 

【 １７７百万円 】（関連対策） 

資本の提供と経営支援 

 【 出資枠１５０億円、貸付枠５０億円 】 

６次産業化・新産業の創出促進 
 （※６次産業化サポート事業） 

（※農林漁業成長産業化ファンド） 

 （補助率：定額） 

６次産業化戦略・構想の策定 
・融資を活用した加工・販売施設等の整
備を支援。 
 （補助率：３／１０以内、上限額１億円） 

６次産業化プランナーが、
６次産業化事業の構想、
総合化事業計画の作成方
法等についてアドバイス。 

                （補助率：定額） 

・６次産業化戦略・構想の策定を支援。 
 
・新商品の開発・販路開拓等を支援。 

          補助率：戦略あり １／２以内
戦略なし １／３以内 

６次産業化の取組の戦略的な推進 

（※６次産業化ネットワーク活動交付金） 

          （補助率：定額） 

 
    

・６次産業化戦略・構想の下、地域ぐるみ
で行う新商品開発に必要な加工機械等
の整備を支援。 
 （補助率：１／２以内、上限額３０百万円） 

事業の展開 

【平成27年度予算概算決定額 2,684（2,680）百万円】 
（平成26年補正予算 1,241百万円） 



医福食農連携推進環境整備事業
【３７５（４３５）百万円】

対策のポイント
食と健康に係る科学的知見の集積と環境整備及び科学的知見の集積と連携

した具体的な食品等の提案につながる研究の深堀、地域の多様な事業体の連

携による消費者への情報発信等の医福食農連携による取組を支援します。

＜背景／課題＞

・世界に類をみない超高齢社会となった日本においては健康寿命の延伸が政策課題とな

る一方で、国内外において健康ニーズはさらに高まっており、今後、健康長寿に関す

医療・福祉分野と食料・農業分野が戦る市場の拡大が見込まれています。このため、

ことが重要です。略的に連携し 「食」と「農」を基盤とした健康長寿社会を築く、

知見を蓄積しながら研究から・食と健康については科学的知見が重要であり、こうした

が産業インフラとして必要とな産業化まで一体的に推進する医福食農連携の場づくり

ります。このため、医福食農連携による新たなモデル等を推進・支援するとともに、

そのモデル等の普及を図ります。

・一方、介護食品については入手が煩雑であったり、どれを選べば良いかわからないと

いった状況にあるため、利用者のニーズに対応していく必要があります。

「新しい介護食品」の愛称（スマイルケア食）や・このため、平成26年11月に公表した

選び方のフローチャートの普及、地域の農産物等を活用した介護食品の商品開発等を

取組を進めていきます。通じて、スマイルケア食の利用促進の

政策目標

６次産業の市場規模の拡大

（ ） （ ） （ ））（約１兆円 平成22年度 →３兆円 平成27年度 →10兆円 平成32年度

＜主な内容＞

１．医福食農連携コンソーシアム整備等支援事業 ３１５（４０５）百万円

医食農連携に関するコンソーシアムを医学、農学等の関係者や食品産業事業者等が

し、以下のような取組を行う場合に、その取組に対する支援を実施します。形成

機能メカニズム解（１）多層オミックス解析等を活用し、農林水産物・食品の有効成分の

を行うと同時に食と健康の因果関係を解明するための を実施す明 食習慣等の疫学調査

る取組であるとともに、これらの調査・分析で得た を図科学的知見のデータベース化

る取組。

（ ）食を通じて健康長寿を実現するための食品・食べ方を切り口として （１）の取組２ 、

科学的知見（有効成分の受容体情報、メタゲノム情報、食事データ等）ので得られる

の取組。集積等と連携して事業化に向けた個別企業との共同研究

３ 地域において、 の を図り、（ ） 地域食材を活用した健康レシピメニュー 作成やその普及

を図る取組。消費者等の啓発による需要喚起

補助率：定額、１/２以内

事業実施主体：民間団体（任意協議会等）

［平成27年度予算の概要］



［平成27年度予算の概要］

２．介護食品普及支援事業 ６０（３０）百万円

スマイルケア食「新しい介護食品」の愛称や考え方等を広く国民に普及させるための

シンポジウム等の開催や、地場産介護食品の商品開発等に対する支援を実施します。

学識経験者等によるシンポジウム等（１）スマイルケア食を広く国民に普及させるため、

、 、の開催や インターネットでの通信販売の活用、 による スマイルケア食の認知度向上

利用促進に向けた取組。

地域の農産物等（２）地域の食品事業者と栄養士や医師及び地方自治体などが連携した、

を活用した介護食品の商品開発 その提供システム確立のための取組。や、

補助率：定額、１/２以内

事業実施主体：民間団体（任意協議会等）

お問い合わせ先：

１の事業

食料産業局食品小売サービス課外食産業室 （０３－６７４４－０４８１）

（ ）２の事業 食料産業局食品製造卸売課 ０３－６７４４－２２４９



     医福食農連携推進環境整備事業 

健康に着目した食の市場拡大による 
国内需要・市場拡大 

介護食品の市場規模の拡大 

食品産業事業者や農林漁業者による 
・新商品開発・健康支援サービス 
・食品・農林水産物の輸出の拡大 

具体的な取組内容 
① 多層オミックス解析や疫学調査等を活用し、

食と健康に関する調査・分析を行い、その結
果のデータベース化を図り、新商品やサービ
ス開発のための基盤を築く取組。 

② 食を通じて健康長寿を実現するための食
品・食べ方を切り口として、①の科学的知見
の集積等と連携し、事業化を図るための調査。 

③ 地域において、地域食材を活用した健康レ
シピメニューの作成やその普及を図り、消費
者等の啓発を行う取組。 

① 広く一般を対象としたシンポジウム等の開催 
② インターネットでの通信販売の場を活用した 
 普及の取組 

•  地域の農産物等を活用した介護食品を、食品製
造業者や介護関係者等が連携して開発し、開発し
た商品を地域の様々な場で提供・普及する取組。 

・高齢化・単身世帯の増加等の社会構造の変化や、海外で拡大しつつある健康志向
に対応した新商品開発や健康支援サービスの創出 
・介護食品の潜在的なニーズへの対応 

医福食農が連携し、食と健康に関する科学的
知見の集積と活用による研究から産業化まで
を一体的に推進する場をつくる取組  具体的な取組内容 

具体的な取組内容 

地域の農産物等を活用した介護食品の商品
開発・普及に向けた取組 

介護食品の認知度向上に向けた取組 

・介護食品の認知度の向上 
・地域における介護食品の普及 

【平成２７年度予算額 ：３７５ （４３５）百万円】 

（３１５（４０５）百万円） 

（２９（１５）百万円） 

（３１（１６）百万円） 



６次産業化サポート事業
【３２０（２９０）百万円】

対策のポイント
６次産業化の全国的な推進に向け、広域で６次産業化に取り組む農林漁業者

等に対する支援体制の整備、６次産業化ネットワーク活動の全国的な推進に向
けた優良事例の収集・提供及び啓発セミナーの開催等を支援します。

＜背景／課題＞
・ 地域の農林水産物や資源農山漁村の所得や雇用を増大し、地域活力の向上を図るため、

することが必要です。を活用した６次産業化の取組を全国的に推進
６次産業化に取り組む農林漁業者等をきめ細かくサポートする人材を・このため、広域で
するとともに、６次産業化ネットワーク活動の全国的な推進に向けた育成・選定・派遣

を行います。優良事例の収集・提供や啓発セミナーの開催等

政策目標
６次産業の市場規模の拡大
（約１兆円(22年度) → ３兆円(27年度) → 10兆円(32年度)）

＜主な内容＞

１．６次産業化中央サポート事業 ２４１（２７１）百万円
広域で６次産業化に取り組む農林漁業者等の各種相談に対応するとともに、専門性の

６次産業化中央サポートセンターによる６次産業化プラン高いアドバイスを行うため、
、必要となる人材の育成研修会の開催等について支援を行います。ナーの選定・派遣

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．６次産業化ネットワーク活動全国推進事業 １８（１８）百万円
情地域のモデルとなる６次産業化ネットワーク活動を全国的に展開していくため、

や 、事例発表会の開催、 とこ報交換会の開催 優良事例の収集・分析 実践モデルの作成
れを活用した啓発セミナーの開催等について支援を行います。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

３．６次産業化・新産業創出促進事業［新規］ ６０（ － ）百万円
市場ニーズに即した新商品や新たな農林漁業者と異業種の事業者間の連携により、

を創出するための を行います。サービス 事業化可能性調査の実施について支援
補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
１、２の事業 食料産業局産業連携課（０３－６７４４－２０６３）
１の下線部のうち、食材開拓フェア等開催支援事業、国産食材利活用情報提

（ ）供支援について 食料産業局食品小売サービス課 ０３－３５０２－８２６７
３の事業 〃 新事業創出課（０３－６７３８－６３１７）

［平成27年度予算の概要］



６次産業化サポート事業 
【平成27年度予算概算決定額 320（290）百万円】 

 ６次産業化に取り組む農林漁業者等の事業を総合的にサポートするため、６次産業化
プランナーによる個別相談、プランナーに対する研修、農林漁業者と流通業者等との商
談会を開催します。 

農林漁業者 

マーケティングや品質管理など、 
専門性の高い分野について、 
アドバイスを受けたいなぁ・・・ 

６次産業化プランナー 

６次産業化の取組で
開発した新商品の 
販売先を見つけたい 
なぁ・・・ 

６次産業化に取り組む方々を 
サポートするスキルを高めたい 
なぁ・・・ 

農林漁業者 

１．６次産業化に取り組む農林漁業者等に対する個別相談支援 

都道府県域を超えるなど広域で事業を展開される方や、専門分野に関するアドバイスが必要な方
に対して、「６次産業化中央サポートセンター」から６次産業化プランナーを個別に派遣します。 

（個別相談例） 
・六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の策定のアドバイスや 
 取組のフォローアップを行います。 
・マーケティング、ブランディング等の専門分野に関するアドバイスを行います。 

２．農林漁業者と流通業者等との商談会の開催 

商談会を複数の地域で開催し、６次産業化の取組により開発された新商品の 
販売先を探している農林漁業者と流通業者等とのマッチングの機会を作ります。 

（参考）平成２６年度の開催場所・時期 
   旭川市（10/21～22）、仙台市（9/4～5）、長野市（11/18～19）、神戸市（1/19～20）、熊本市（9/24～25） 

３．６次産業化プランナーを対象としたスキルアップ研修会の開催 
６次産業化プランナーが事業者に対して的確なアドバイスができるよう、 
① ６次産業化施策に関する知識の習得 
② コーチング研修 
③ 実践事例を活用した事業化研修 
等を内容とした研修会を複数の地域で開催します。 

※上記のほか、本事業では、６次産業化の優良事例の収集・情報提供等も実施します。 

このような方々のために、以下の支援メニューを用意しています。 

４．事業化可能性調査  
研
究 

事
業
化 

研究段階を終えた後
の事業化の前段階
を支援 

農林漁業者と異業種の連携により開発される新商
品や新たなサービスについて市場調査等を実施し、
事業化可能性の整理・分析を支援します。 支 援 



日本食・食文化魅力発信プロジェクト
【 】２，３６２（２，６５８）百万円

（平成26年度補正予算 ３００百万円）

対策のポイント
国内外における国産農林水産物・食品の市場拡大に向け、国内外において

日本食・食文化の普及・拡大に係る取組や、民間事業者や学校給食等におけ
る国産農林水産物・食品の消費拡大に向けた取組を推進します。

＜背景／課題＞
平成32年のオリンピック・パラリンピックの東京開催や「和食」のユネスコ無形文化・
遺産登録 世界各国の日本に対する注目度は高まってきていが決まったこと等を受け、
ます。

日本食・食文化の魅力を国内に発信 国民・このような機会を捉え、 することを通じて、
が日本食の素晴らしさを再認識 訪日外国人旅行者等に対するとともに、増えつつある

ことにより、国産農林水産物・食品の消費拡大に繋し日本食の深い魅力を広く伝える
げることが重要です。

海外に向けて日本食・食文化の魅力を発信することで、国産農林水産・また、併せて、
にも資することとなります。物・食品の輸出拡大

政策目標
○農林水産物・食品の輸出額を拡大

（5,505億円（平成25年）→１兆円（平成32年 ））
○国産農林水産物・食品の消費を拡大

（平成25年度から平成29年度までに売上向上率10％向上）

＜主な内容＞
１．日本食・食文化普及推進総合対策 １，１１３（１，１４０）百万円

（平成26年度補正予算 ３００百万円）
（１）日本食・食文化の世界的普及プロジェク ９５７（９８４）百万円ト

① 国内向けプロジェクト
日本食・食文化に係るセ国内の各地において、消費者や食関係者等を対象とした

ミナー・シンポジウムの開催 日本食を国内へ普及させるイ、栄養バランスに優れた
等の取組を行います。ベントの実施

② 海外向けプロジェクト
メニュー開発による日本産食材の活用促料理学校や海外給食事業者等と連携した

進 日本食文化週間の実施 日本食・、海外主要都市での 、海外メディア等を活用した
の取組を行います。食文化の魅力発信や料理人の人材育成等

委託費
委託先：民間団体等

＜各省との連携＞
○ 外務省 ・外務省所管のＪＩＣＡが主催する国内外の研修等において、我

が国の農林水産物・食品に関する取組についてのプログラムを
実施し、日本食・食文化を普及する人材を育成

（２）日本食・食文化の普及支援事業 ７０（１５６）百万円
日本食講座の開設 日本食レストラン海外の料理学校における 、海外主要都市での

の取組を支援します。ウィークの実施等
補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［平成27年度予算の概要］



［平成27年度予算の概要］

（３）日本食の海外出店等の支援の推進［新規］ ８６（－）百万円
有力商業施設への海外の主要都市において、日本の外食産業の海外進出に向け、

するとともに 和出店希望企業の派遣や仮店舗出店を支援 商圏マップの拡充・更新、 「、
食」の魅力を伝えることを目的とした します。日本招聘プログラム等を支援

、また企業の海外進出に当たっての現地における日本食材の調達ルート及びニーズ
コールドチェーン等のボトルネック、現地で求められる後方支援に係る調査を支援
します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

２．日本の食魅力再発見・利用促進事業 １，２４９（１，５１８）百万円
（１）全国レベルでの国産農林水産物・食品の利用促進

８３２（８３８）百万円
① 国産農林水産物・食品の消費拡大に向けた国民運動の推進

優れた取組の表彰 中食・外食事業者の取組を促進するた民間事業者等における や
を行うとともに、 を図ること等めの情報発信 国民運動統一ロゴマークの活用の促進

により、 します。国産農林水産物・食品の消費拡大を推進
② 全国的な消費拡大のためのイベントの実施

我が国の農林水産業・食品産業、農山生産者と消費者、日本と世界の絆を深め、
します。漁村がもつ素晴らしい価値を発信するための様々なイベントを実施

③ 新たな米需要創出
簡便化志向、健康志向等の消費者ニーズに対応した新たな需要を創出するため、

米の新商品・サービスの開発、提新しい米加工技術（ゲル化技術）等の利用による
します。供を支援

委託費、補助率：定額
委託先、事業実施主体：民間団体等

（２）地域の農林水産物・食品の利用促進 ４１８（６８０）百万円
① 食のモデル地域の育成

地域で生産・加工される国産農林水産物・食品の消費拡大を推進するため 「食、
のモデル地域」における します。販路開拓、人材育成、商品開発等を支援

② 地域の取組の全国展開
、商談会の開催や消費拡大地域における消費拡大の動きを全国的に拡大するため

します。促進フェア等の取組を支援
③ 学校給食における地場食材の利用拡大

学校給食の食材として地場産農林水産物を安定的に生現場の創意工夫を生かし、
します。産･供給するモデル的な取組を文部科学省と連携しつつ支援

補助率：定額、１／２
事業実施主体：市町村、協議会、民間団体等

お問い合わせ先：
１ ２(１)②について食料産業局食品小売サービス課外食産業室、

（ ）０３－３５０２－８２６７
（ ）２(１)①について 大臣官房食料安全保障課 ０３－６７４４－２３５２
（ ）２(１)③、２(２)①、②について生産局穀物課 ０３－３５０２－７９５０
（ ）２(２)③について 食料産業局産業連携課 ０３－６７４４－１７７９



 
 

○ 平成32年の東京オリンピック・パラリンピックの開催や「和食」のユネスコ無形文化遺産登録が決まったこと等を受け、
世界各国の日本に対する注目度は高まってきている 

○ このため、日本食・食文化の一層の理解深化と農林水産物・食品の輸出促進に向けて、国内外において日本食・食
文化の普及・拡大に係る取組を総合的・戦略的に推進 

 
 

  

 
 

○農林水産物・食品の輸出額を拡大 ○国産農林水産物・食品の消費を拡大 

○ 海外の料理学校における日本食講座の開設 等 

○ 海外主要都市での日本食文化週間の実施 
○ 海外主要都市での日本食レストランウィークの実施 等 

○ 日本食の海外出店等の支援 等 

 
 

○ 食のモデル地域における販路開拓、人材育成、商品開発 
○ 消費拡大の動きを全国的に拡大するための商談会の開催や 
 消費拡大促進フェア 
○ 地場農林水産物を学校給食に安定的に生産・供給するモデル

づくり 

○ 民間事業者等における優れた取組の表彰、中食・外食事業
者の取組を促進するための情報発信等の実施、国産農林水産
物・食品の消費拡大のための国民運動統一ロゴマークの活用
の促進 

○ 全国的な消費拡大のためのイベントの開催 
○  米のゲル化技術（米を攪拌し、柔らかいゼリー状から硬い

かまぼこ状までさまざまな堅さに加工する技術）等を利用し、
新たな米の需要を創出 

 

○ 消費者や食関係者等を対象とした日本食・食文化に係るセミ
ナー・シンポジウムの開催 等 

○ 外国人旅行者への国産食材使用料理店等のPR 等 

日本食・食文化魅力発信プロジェクト 【平成２７年度予算概算決定額：2,362（2,658）百万円】 
                   （平成２６年度補正予算：300百万円） 



日本食・食文化普及推進総合対策
【１，１１３（１，１４０）百万円】

【平成26年度補正予算３００百万円】

対策のポイント
日本食・食文化の一層の理解深化と農林水産物・食品の輸出促進に向けて、

国内外において日本食・食文化の普及・拡大に係る取組を総合的・戦略的に推

進します。

＜背景／課題＞

平成32年のオリンピック・パラリンピックの東京開催や「和食」のユネスコ無形文化・

遺産登録 世界各国の日本に対する注目度は高まってきていが決まったこと等を受け、

ます。

日本食・食文化の魅力を国内に発信 国民・このような機会を捉え、 することを通じて、

が日本食の素晴らしさを再認識 訪日外国人旅行者等に対するとともに、増えつつある

ことにより、国産農林水産物・食品の消費拡大に繋し日本食の深い魅力を広く伝える

げることが重要です。

海外に向けて日本食・食文化の魅力を発信することで、国産農林水産・また、併せて、

にも資することとなります。物・食品の輸出拡大

、 、・このため と に向けて日本食・食文化の一層の理解深化 農林水産物・食品の輸出促進

国内外において日本食・食文化の普及・拡大に係る取組を総合的・戦略的に推進しま

。す

政策目標

農林水産物・食品の輸出額を拡大

（5,505億円（平成25年）→１兆円（平成32年 ））

＜主な内容＞

１．日本食・食文化の世界的普及プロジェク ９５７（９８４）百万円ト

（１）国内向けプロジェクト

日本食・食文化に係るセ国内の各地において、消費者や食関係者等を対象とした

ミナー・シンポジウムの開催 日本食を国内へ普及させるイ、栄養バランスに優れた

等の取組を行います。ベントの実施

（２）海外向けプロジェクト

メニュー開発による日本産食材の活用促料理学校や海外給食事業者等と連携した

進 日本食文化週間の実施 日本食・、海外主要都市での 、海外メディア等を活用した

の取組を行います。食文化の魅力発信や料理人の人材育成等

委託費

委託先：民間団体等

＜各省との連携＞

○ 外務省 ・外務省所管のＪＩＣＡが主催する国内外の研修等において、我が国

の農林水産物・食品に関する取組についてのプログラムを実施し、日

本食・食文化を普及する人材を育成

［平成27年度予算の概要］



［平成27年度予算の概要］

２．日本食・食文化の普及支援事業 ７０（１５６）百万円

日本食講座の開設 日本食レストランウ海外の料理学校における 、海外主要都市での

の取組を支援します。ィークの実施等

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

３．日本食の海外出店等の支援の推進［新規］ ８６（－）百万円

有力商業施設への出海外の主要都市において、日本の外食産業の海外進出に向け、

、 「 」店希望企業の派遣や仮店舗出店を支援 商圏マップの拡充・更新するとともに 和食、

の魅力を伝えることを目的とした します。日本招聘プログラム等を支援

、また、企業の海外進出に当たっての現地における日本食材の調達ルート及びニーズ

しコールドチェーン等のボトルネック、現地で求められる後方支援に係る調査を支援

ます。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

食料産業局食品小売サービス課外食産業室 （０３－６７４４－０４８１）



○ 平成32年の東京オリンピック・パラリンピックの開催や「和食」のユネスコ無形文化遺産登録が決まったこと等
を受け、世界各国の日本に対する注目度は高まってきている 

○ このため、日本食・食文化の一層の理解深化と農林水産物・食品の輸出促進に向けて、国内外において日本
食・食文化の普及・拡大に係る取組を総合的・戦略的に推進 

 
 

 
 

○ 消費者や食関係者等を対象とした日本食・食
文化に係るセミナー・シンポジウムの開催 

 
○ 栄養バランスに優れた日本食を国内へ普及さ
せるイベントの実施  

 
○ 外国人旅行者への国産食材使用料理店
等のPR 等 

 

○ 国産農林水産物・食品の消費をより確固なものに 
○ 平成32年までに日本産農林水産物・食品の輸出額を1兆円規模へ拡大 

○ 料理学校や海外給食事業者等と連携したメニュー開発による
日本産食材の活用促進 

○ 海外の料理学校における日本食講座の開設 等 

○ 海外主要都市での日本食文化週間の実施 
○ 海外主要都市での日本食レストランウィークの実施 等 

○ 日本食の海外出店等の支援 等 
 

【平成２７年度予算概算決定額：１，１１３（１，１４０）百万円】 
 日本食・食文化普及推進総合対策  【平成２６年度補正予算額：３００百万円】 
 



  生産者と消費者、日本と世界の絆を深め、我が国の農林漁業・食品産業・農山漁
村がもつ素晴らしい価値を広く国内外に発信するため、様々なイベントを実施。 

２．事業の内容 

全国的な消費拡大のためのイベント実施事業 委託事業 

１．事業の概要 

【問い合わせ先】 
農林水産省食料産業局食品小売サービス課外食産業室（０３－３５０２－８２６７） 

【平成26年度のイベントの様子】 

▼ ジャパンフードフェスタ2014 
（丸の内仲通り） 

▼ 東北復興の食品の展示・販売 

▲ ご当地！絶品うまいもん甲子園 ▲ 食と農林漁業大学生アワード 

【１２１（１４０）百万円】 

 我が国の農林水産物・食品等の魅力を発信するイベントを実施。 
 

 高校生・大学生等の学生参加型イベント 
 東北復興のための食品等の展示・販売 

 
※外国人観光客に、農林水産物・食品の魅力を伝えられるよう、ツアーガイドを配置。 



輸出の拡大などグローバルな「食市場」の獲得
【２１，６５４（２１，７４９）百万円】

（平成26年度補正予算 １７，４２３百万円）

対策のポイント
・「国別・品目別輸出戦略」の着実な実施に向け、輸出戦略実行委員会を司
令塔とし、品目別輸出団体や日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）を通じたオ
ールジャパンでの輸出促進体制の下で、国産農林水産物・食品の輸出を促
進します。

＜背景／課題＞
・「日本再興戦略」において、今後10年間で倍増するグローバルな「食市場」の獲得に向け、
平成32年に農林水産物・食品の輸出額を１兆円とすることを目指すこととしています。

・このため、世界の料理界で日本食材の活用推進（Made FROM Japan）、日本の「食文化・食
産業」の海外展開（Made BY Japan）、日本の農林水産物・食品の輸出（Made IN Japan）
の取組を、ＪＥＴＲＯ等と連携を深めつつ、一体的に推進することとしています。

・また、ミラノ国際博覧会への政府出展については、関係省庁が連携し、国民各層、関
係企業・団体等の理解と協力を得て、官民一体となって進めます。

政策目標
農林水産物・食品の輸出額を拡大
（5,505億円（平成25年）→１兆円（平成32年））

＜主な内容＞
１．輸出戦略実行事業 １５２（１５２）百万円

「国別・品目別輸出戦略」の効果的な実施に向け、輸出戦略実行委員会を司令塔と
して、輸出関連事業者等の参加の下、主要な品目毎の輸出拡大方針を作成し、実効性
のある産地間調整やマーケティング戦略を実現します。

委託費
委託先：民間団体等

＜各省との連携＞
○ 内閣官房、外務省、国税庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省及び観光庁
・「国別・品目別輸出戦略」に沿ったオールジャパンでの取組を推進するため、
戦略実行委員会を設置し、議論

２．輸出戦略の実行に向けた輸出促進体制の強化 ９０８（７００）百万円
（平成26年度補正予算 ４６６百万円）

「国別・品目別輸出戦略」に沿って、ジャパン・ブランドの確立を目指す品目別輸
出団体の育成、産地間連携の促進、輸出環境整備の取組への支援等を実施します。

委託費、補助率：定額、１／２以内
委託先、事業実施主体：民間団体等

３．輸出総合サポートプロジェクト １，３８１（１，００２）百万円
（平成26年度補正予算 １００百万円）

事業者発掘から商談支援、輸出相談窓口のワンストップ化、マーケティング拠点の
設置等、ＪＥＴＲＯを通じ、輸出に取り組む事業者に対し、継続的かつ一貫したビジ
ネスサポート体制を強化します。

補助率：定額
事業実施主体：ＪＥＴＲＯ

＜各省との連携＞
○ 外務省及び経済産業省
・新興市場開拓に向けて、在外公館等とも連携してテストマーケティングを実
施。ＪＥＴＲＯ等と連携しながら、事業者発掘から商談支援までの総合的なサ
ポート体制を強化
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４．グローバル・フードバリューチェーン戦略の推進［新規］
１５０（－）百万円

食のインフラシステムの輸出に向け、官民協議会を設置し、重点国におけるフード
バリューチェーン構築のための調査・取組を支援します。

委託費
委託先：民間企業等

５．食品産業グローバル展開インフラ整備事業 １０２（１９８）百万円
食品産業の海外展開に向けて、各国の食品の規格基準・規制等に係る情報の収集・共有

化を行います。また、海外の食品ビジネスに精通した人材の確保・活用等を支援します。
委託費、補助率：定額

委託先、事業実施主体：民間団体等
＜各省との連携＞
○ 経済産業省 ・クール・ジャパン推進機構と連携して食産業のグローバル

展開を推進

６．国際農産物等市場構想推進事業［新規］ ６２（－）百万円
国際空港近辺の卸売市場から青果物・花き等を輸出する構想に関し、輸出の実現に

向けた調査、推進計画の策定等を支援します。
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

７．輸出対応型施設の整備
（１）水産物の施設整備の支援 １１，１７９（１３，３９０）百万円
① 水産物輸出倍増環境整備対策事業 [新規] ３１６（－）百万円

（平成26年度補正予算 ２，０００百万円）
ＨＡＣＣＰ認定を促進するため、水産加工施設の改修整備、海域等モニタリング

等への支援、水産庁によるＥＵ向けＨＡＣＣＰ認定の体制整備等を実施します。
委託費、補助率：定額、１／２以内
委託先、事業実施主体：民間団体

② 国産水産物の消費・輸出拡大を図るための高度衛生管理型漁港の整備＜公共＞
１０，８６３（１０，３９０）百万円

水揚げから荷捌き、出荷の過程で輸出先国のＨＡＣＣＰ基準等を満たす荷捌き
所や岸壁等の整備を推進します。

平成26年度補正予算 水産基盤整備事業＜公共＞ １，２２９百万円
国費率：10/10（うち漁港管理者1/3等）、１／２等

事業実施主体：国、地方公共団体等

（２）青果物・食肉関連の施設整備の支援
強い農業づくり交付金で実施 優先枠２，０００（３，０００）百万円

（平成26年度補正予算 １３，１００百万円）
輸出青果物の長期保存が可能な低温貯蔵施設や米国、ＥＵ等向けの牛肉輸出に対

応した食肉処理施設等の整備を支援します。
交付率：都道府県へは定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）

事業実施主体：都道府県、市町村、農業者の組織する団体等

８．輸出促進に資する動植物防疫体制の整備 ５２５（４０４）百万円
輸出先国からの要求に応えるため、牛白血病等の家畜の伝染性疾病の清浄化対策や

国内病害虫情報の収集等を支援します。また、輸出検疫情報の産地、販売業者、訪日
外国人等への提供等の実施により、国産農産物の輸出やお土産としての持ち帰りを推
進するとともに、畜産物の検査証明書の電子化対応により検査手続を迅速化します。

委託費、補助率：定額、１／２以内
委託先、事業実施主体：民間団体等、植物防疫所、動物検疫所

［平成27年度予算の概要］



９．日本食・食文化普及推進総合対策 １，１１３（１，１４０）百万円
（平成26年度補正予算 ３００百万円）

料理学校や海外給食事業者等と連携したメニュー開発による日本産食材の活用促進
や料理人の人材育成を図るとともに、海外主要都市での日本食レストランウィークの
取組や日本食の海外出店の支援の推進等を支援します。

委託費、補助率：定額
委託先、事業実施主体：民間団体等

＜各省との連携＞
○ 外務省 ・ＪＩＣＡが主催する国内外の研修等において、我が国の農林水産物

・食品に関する取組についてのプログラムを実施し、日本食・食文
化を普及する人材を育成

10．ミラノ国際博覧会政府出展委託事業 ７７１（１，１００）百万円
平成27年ミラノ国際博覧会への政府出展を通じ、日本の農林水産業、日本食や日本

食文化に詰め込まれた様々な知恵や技が、人類共通の課題解決に貢献するとともに、
多様で持続可能な未来の共生社会を切り拓くという日本館のメッセージが確実に発信
できるよう、運営事務、展示管理、行催事・広報活動等を実施します。

委託費
委託先：ＪＥＴＲＯ

＜各省との連携＞
○ 経済産業省及び国土交通省 ・ミラノ国際博覧会における日本館の出展

お問い合わせ先：
１～３及び５の事業 食料産業局輸出促進グループ

（０３－３５０２－３４０８）
４の事業 国際部国際協力課 （０３－３５０２－５９１３）
６の事業 食料産業局食品製造卸売課 （０３－３５０２－８２３７）
７（１）①の事業 水産庁加工流通課 （０３－３５９１－５６１３）
７（１）②の事業 水産庁計画課 （０３－３５０２－８４９１）
７（２）の事業 生産局総務課生産推進室 （０３－３５０２－５９４５）
８の事業のうち植物防疫関係 消費・安全局植物防疫課

（０３－３５０２－５９７６）
動物衛生関係 消費・安全局動物衛生課

（０３－３５０２－５９９４）
９の事業 食料産業局食品小売サービス課外食産業室

（０３－６７４４－０４８１）
10の事業 ミラノ国際博覧会チャレンジ本部事務局

（０３－６７４４－２０１２）

［平成27年度予算の概要］



輸出の拡大などグローバルな食市場の獲得 

 

○ 「国別・品目別輸出戦略」に基づくオールジャパンの取組を進めるため、農林水産物等輸出促進全国協議会の下に 
   平成26年度に「輸出戦略実行委員会」の設置 
○ 同委員会を活用し、①産地間連携の促進、②国家的マーケティングの検討、③輸出関連事業の効果の検証等の実施。 
  また、主要な品目毎に輸出拡大方針の作成 
○ ジャパン・ブランドの確立を目指す品目別輸出団体の育成 
 

 
 

○ 食品産業のグローバル展開に向けたソフトインフラの整備 

○ ミラノ国際博覧会への政府出展 

○ グローバル・フードバリューチェーン戦略の推進 

平
成
32
年
に
日
本
産
農
林
水
産
物
・食
品
の
輸
出
額
を
１
兆
円 

 
 
 

○ 料理学校や海外給食事業者等と連携したメニュー開発  
 による日本産食材の活用促進 
○ 海外主要都市での日本食レストランウィークの取組や 
 日本食の海外出店の支援の推進   等 

日本の「食文化・食産業」の海外展開 
（Made BY Japan） 

 世界の料理界で日本食材の活用推進 
 （Made FROM Japan） 

 「国別・品目別輸出戦略」に沿った農林水産物・食品の輸出促進（Made IN Japan） 

○ GLOBALG.A.P.やハラール等の認証の取得支援 
○ HACCP対応等輸出向け施設整備 
○ 海外バイヤー等を招聘した商談会の開催 
○ 国際空港近辺の卸売市場における青果物・花き等の

輸出の実現に向けた調査、推進計画の策定 
○ JETROを通じた輸出相談窓口のワンストップステー

ション化  等 

オールジャパンで輸出に取り組む体制の整備 

国内 

○ 輸出検疫情報の産地・販売業者・訪日外国人等への提供、青果物の集荷地や販売店等での輸出検疫の実施 
○ 家畜の伝染性疾病の清浄化対策や病害虫情報の収集・防除 
○ 日本産農林水産物・食品に対する規制緩和に向け、規制担当行政官の招聘やデータ提供の実施  等 

輸出戦略に基づく検疫協議等の推進 

一体的 
に推進 

○ 品目別輸出団体によるジャパン・ブランドの確立に向けたＰＲ
活動や海外マーケット調査等の支援 

○ JETROとの連携強化を通じたビジネスサポート体制の強化 
○ 海外の見本市や商談会等への積極的な参加の支援 
○ 新興市場等にマーケティング、ＰＲ、現地バイヤーの発掘等   

をするための拠点の設置 等 

海外 

環境整備 

環境整備・商流確立 



ミラノ国際博覧会政府出展委託事業

【７７１（１，１００）百万円】

対策のポイント
２０１５年ミラノ国際博覧会への政府出展を通じ、我が国の農林水産業の強み

や、日本食・食文化の魅力を発信し、日本のブランド価値を向上させるとともに、

本博覧会後の我が国の農林水産物・食品の輸出促進や、日本企業の海外展開につ

なげる。

＜背景／課題＞

・ ２０１５年に「地球に食料を、生命にエネルギーを」をテーマに開催される「ミラ

ノ国際博覧会」への出展については、平成２４年３月２７日、我が国の公式参加とと

もに、農林水産省が初めて幹事省になって準備を進めることが閣議了解された。〔幹事

省：農林水産省及び経済産業省、副幹事省：国土交通省〕

・ ＥＵ諸国をはじめ、世界各国から入場者が集まる本博覧会に参加することは、国際

社会において我が国への理解を深める絶好の機会であり、特に、食料をテーマとする

本博覧会で、我が国の農林水産業の強みや、日本食・食文化の魅力を発信し、日本の

ブランド価値を向上させるとともに、本博覧会後の我が国の農林水産物・食品の輸出

促進や、日本企業の海外展開につなげていくことが重要である。

・ 平成２５年３月、各界の有識者からなる委員会において策定された「日本館基本計

画」において、「日本の農林水産業や食をとりまく様々な取組、『日本食』や『日本食

文化』に詰め込まれた様々な知恵や技が、人類共通の課題解決に貢献するとともに、

多様で持続可能な共生社会を切り拓く。｣をメインメッセージにすることが決定された

ところ。また、日本館の展示テーマを「Harmonious Diversity（共存する多様性）」に

決定し、これらのメッセージやテーマを基に、関係省庁、政府機関が一体となった取

組を進めるとともに、国民各層、関係団体・企業等の理解と協力を得、官民一体とな

って、日本館の建築、展示、行催事、広報、運営等の準備を進め、我が国の出展を成

功させることが最重要課題である。

政策目標
ミラノ国際博覧会における日本館への来場者数の割合が、上海国際博覧会

（７.４％）を上回る１０％となること。

＜主な内容＞

ミラノ国際博覧会への政府出展を通じ、日本の農林水産業、日本食や日本食文化に

詰め込まれた様々な知恵や技が、人類共通の課題解決に貢献するとともに、多様で持

続可能な未来の共生社会を切り拓くという日本館のメッセージが確実に発信できるよ

う、運営、展示管理、行催事・広報活動等を実施します。

委託費

委託先：ＪＥＴＲＯ

お問い合わせ先：

ミラノ国際博覧会チャレンジ本部事務局 （０３－６７４４－２０１２（直））

［平成27年度予算の概要］



■開催地：イタリア共和国ミラノ市郊外 

       ミラノ中心部から鉄道で25～30分程度 

■会  期：2015年5月1日～10月31日（184日間） 

■性  格：国際博覧会条約に基づく登録博覧会 

■想定入場者数：約2,000万人 

■想定参加国等：147ヶ国・地域・国際機関 

 

 

 

 

 

■テーマ：Feeding The Planet, Energy for Life 
      地球に食料を、生命にエネルギーを 
 
  20世紀は「国威発揚型」の万博であったが、21世紀に入り、   
   愛知の「愛・地球博」以降、人類共通の課題解決策を提示 
   する「理念提唱型」の万博に変容。 
   なお、「食」をテーマとした万博の開催は史上初。 

 

○ 日本館のテーマ：ＨＡＲＭＯＮＩＯＵＳ ＤＩＶＥＲＳＩＴＹ～共存する多様性～ 

○ 日本の農林水産業や食を取り巻く様々な取組み、日本食、日本食文化 

  に詰め込まれた様々な知恵や技が、人類共通の課題解決に貢献してい 

  くことをテーマとする展示を準備中 

万博日本館の外観 

日本館の概要 万博日本館のマーク 

祝い箸をモチーフにし、 
EXPOの「E」を形作っ
ている 

  

 
 
 「食」をテーマに開催されるミラノ国際博覧会に参画し、我が

国農林水産業の強みや日本食・食文化の魅力を力強く発信
することで、農林水産物・食品の輸出の促進や日本企業の
海外展開の加速化につなげていく。 

ミラノ国際博覧会の農政展開上の狙い 

     ミラノ国際博覧会政府出展委託事業 平成２７年度予算概算決定額  ： ７７１（１,１００）百万円 



食料品アクセス環境改善対策事業

【９ 】(９）百万円

対策のポイント

食料品アクセス環境の改善に向け、食品流通業者と地域の関係者が一体とな

って継続的な取組が行える仕組み作りを支援します。

＜背景／課題＞

・ 過疎地域のみな近年、飲食料品店の減少、大型商業施設の郊外化等が進行した結果、

らず都市部においても、高齢者を中心に食料品の購入や飲食に不便や苦労を感じる消

しており、食料品アクセス問題として社会的課題となっています。費者が増加

このため、食品流通業者と地域の関係者が一体となって食料品アクセス環境の改善に・

向けた取組を行えるよう があります。活動環境を整備する必要

政策目標

食料品の買い物が困難・不便な住民への対策を実施している市

町村の割合を引き上げる

（56.8％（平成23年度） → 73.0％（平成28年度 ））

＜主な内容＞

市町村等の地域の関係者が連携して設置・運営する が、当食品流通業者と 企画検討会

該地域における を支援します。食料品アクセス環境の改善に向けた方策を策定する取組

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

食料産業局食品小売サービス課 ０３－３５０２－５７４１）(

［平成27年度予算の概要］



食料品の購入や飲食に不便や苦労を感じている地域の環境を改善す
るため、食品流通業者と市町村等の地元関係者が連携して、地域の
実態に応じた解決策の企画・検討に要する費用を支援します。 

平成２７年度予算概算決定額【 ９（９）百万円 】 

食料品アクセス環境改善対策事業 

課 題 

年を取ると、遠くまで
買い物に行くのが大
変だなあ・・・ 

子供の世話が忙しくて、
遠くまで買い物に行く
暇がないわ・・・ 

取組内容 

このような方が多く存在する地域において、以下の支援を実施します。 

地域の食料品店の減少、 
スーパーの撤退等 

食品流通業者、市町村、
自治会、商工会、福祉
団体等と連携して地域
検討会を開催 

農水省 

補助 

事業実施主体 

食料品アクセス環境 

問題の解消 
移動販売 

○食料品へのアクセスが困難な地域を複数選定し、
食品流通業者、地域の関係者等による企画検討
会を設置 

○地域状況や地域の方々の要望をアンケート調査
等により把握 

○食品流通業者と地域の関係者が連携した持続
的な取組の事業計画を策定  等 

企画検討会 

企画検討会 

企画検討会 食料品アクセス問題に知見を持った
民間団体等が各地域検討会をコー
ディネート 

宅配・配送サービス 小型店舗の開設 



食品サプライチェーン強靱化総合対策事業［新規］
【 】２３（－）百万円

対策のポイント
首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模災害時においても、食品流通に

係る事業を継続もしくは早期に回復させることを目的とした食品産業事業者

等による連携・協力体制の構築を促進するための支援をします。

＜背景／課題＞

・国土強靱化基本計画及び同基本計画に基づくアクションプランでは、大規模災害時に

おいても円滑な食料供給を維持するため、食品産業事業者等による連携・協力体制の

構築割合を24％（H24）から50％（H29）まで高めることが目標とされています。

・また、近い将来、首都直下地震や南海トラフ地震の発生が懸念されており、大規模災

食料品の供給機能を維持するための食品サプライチェー害時においても国民に対する

となっています。ンにおける連携・協力体制を構築しておくことが急務

政策目標

災害対応時に係る食品産業事業者等における連携・協力体制の

構築割合

（24％（24年度）→50％（29年度 ））

＜主な内容＞

。ハザード食品産業事業者の立地状況等をまとめた食料産業ハザードマップを作成

業界団体を通じた啓発・普及のためのセミナー及び事業者間のマッマップを活用し、

の場を提供することにより、事業者間の新たな連携・協力体制構築の促進を図チング

る取組を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：食料産業局食品小売サービス課

（０３－３５０２－７６５９（直 ））

［平成27年度予算の概要］



 食品サプライチェーン強靱化総合対策事業（新規）  【平成２７年度予算概算決定額２３（－）百万円】 

首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模災害時においても、食品流通に係る事業を継続もしく
は早期に回復させることを目的とした食品産業事業者等による連携・協力体制の構築を促進する
ための支援をします。 

食料産業ハザードマップの作成及びセミナー・マッチングの開催 

被災想定地域：南海トラフ地震（東海、 
       東南海、南海）及び首都直下地震 

  
     
  
  
   補   助   率：定額 

事業実施主体：民間団体等 

ハザードマップの作成 

セミナーの開催 

 

 食品産業事業者の立地状況等をまとめた食料産業
ハザードマップを作成。 
 
 ハザードマップを活用し､業界団体を通じた啓
発・普及のためのセミナー及び事業者間のマッチン
グの場を提供することにより、事業者間の新たな連
携・協力体制構築の促進を図る取組を支援します。 

マッチングの場を提供 



福島発農産物等戦略的情報発信事業［新規］
】【１，６０４（－）百万円（復興庁計上）

対策のポイント
福島県産農林水産物等について、産地と連携しつつ出荷時期に合わせて戦

略的かつ効果的にＰＲを行うことにより、福島県産農林水産物等に対する正

しい理解を促進し、ブランド力を回復する事業を実施します。

＜背景／課題＞

風評被害が福島県産農林水産物全体に及ん・東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う

などを招いています。でおり、取引量の減少や取引価格の低下

・ するためには、福島県をはじめとする国内、さらには海外にお福島の農林漁業を再生

いて、 していかなくてはなりませんブランド力を回復し、農林水産物の取引を活発化

が、そのためには、 です。総合的かつ戦略的なプロモーションが必要

政策目標
福島県産農林水産物等の価格、取引量を震災前と同程度に回復

＜主な内容＞

福島県産農林水産物等に対する正しい理解の促進により、国内外の市場におけるブラ

ンド力を回復し取引を活発化させるため、以下の取組を支援します。

１．メディアを活用したＰＲ活動等
テレビ、ＷＥＢ、新聞等を用いたＰＲ活動等の実施

２．各種ＰＲイベント等
キャラバン隊の派遣、県内の地元食材利用拡大ＰＲ活動等の実施

３．生産地へのツアー
メディア関係者等の生産地への招へいと現場での取組の紹介

４．民間団体等へのＰＲ事業支援
福島県内の民間団体や市町村による、国内及び海外でのＰＲ事業の実施

５．海外におけるＰＲ活動
海外における展示会等でのＰＲや販路拡大活動を支援。

補助率：定額

事業実施主体：福島県

お問い合わせ先：

国内での取組支援 食料産業局食品小売サービス課

（０３－３５０２－７６５９（直 ））

海外での取組支援 食料産業局食輸出促進グループ

（０３－６７４４－１５０２（直 ））

［平成27年度予算の概要］



福島県産農産物PR等の農業の復興（福島発農産物等戦略的情報発信事業） 

• 東京電力福島第一原子力発電所事故による福島県産農産物等の取引量の減少、取引
価格の低下。 

• このため、福島県の個々の農産物等にスポットを当て、産地と連携しつつ出荷時期
に合わせて、戦略的かつ効果的に訴求を行う取組に対する支援が不可欠。 

・福島県産農林水産物等のブランド力を
回復し、取引を活発化 

・産地と連携しつつ出荷時期に合わせて
戦略的かつ効果的なＰＲ 

福島県の農林漁業の再生に寄与 

福島県が主体となり、メディアやバイヤー等の理解を促進する取組を柔軟かつ迅速に実施 

【平成２７年度予算概算決定額１，６０４（－）百万円（復興庁計上）】【新規】 

補助率：定額 
事業実施主体：福島県 

○メディアを活用したＰＲ活動等 
 ・テレビ、新聞等を用いたＰＲ 
 ・インターネットによる情報発信 
 ・メディア関係者向けセミナーの開催 
 ・マスメディア発信研究会の開催   等 

○メディア関係者等の産地へのツアー 
○民間団体・市町村へのＰＲ事業支援 
○各種ＰＲイベント等 

 ・全国へのキャラバン隊の派遣 
 ・県内の地元食材利用拡大ＰＲ活動 等 

○海外におけるＰＲ活動等 
   ・海外展示会等でのＰＲ 等 
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